
 

 

 
    

そよかぜ・きらり・さくら 
校 長  水野 恵美子 

清瀬市では特別支援学級再編が進められています。

小学校においては、一校一障害種の特別支援学級設

置校の環境を整えることで、一校あたりの特別支援

学級在籍の児童の集中を避け、通常の学級との「交

流及び共同学習」を充実させる環境を整え、より一

人一人に応じた指導を行うことができるようにして

います。清瀬第三小学校も昨年度、自閉症・情緒障

害学級の新設校となり「そよかぜ学級」を開級し今

年が２年目となります。知的障害が認められない自

閉症・情緒障害の児童・生徒の教科等の指導は、そ

の後の進路等を視野に入れ、可能な限り通常の学級

と同様の習熟度による指導に努める必要があります。

そのため、個に応じて通常の学級で授業を受ける時

間を充実させるなど、意図的、継続的な交流及び共

同学習を行うようにしています。「交流及び共同学

習」の目的は、「共に助け合い支え合って生きてい

くことを学ぶこと」であり、障害の有無にかかわら

ず三小の児童が、触れ合い共に活動することにより、

経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むと

ともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ貴重な機

会となります。三小のそよかぜ学級の児童も図工や

図書などいくつかの教科の時間や行事に一緒に参加

して交流をしています。情緒学級の児童・生徒に「知

的障害は認められない」からといって通常の学級で

の学習指導に適応できることとは言えないので、交

流及び共同学習を行うことについては本人や保護者

と十分に相談し、個別に柔軟に実施し、個に応じて

指導をきめ細かく行うことにしています。今年４月

には、通常学級の児童に向けて「そよかぜ学級」を

知ってもらうために、そよかぜ学級の担任が朝の時

間に理解啓発授業も行いました。 

清瀬市の特別支援教室（きらり）も小学校は各校

に設置されています。通室する児童によって週１～

３時間指導を行います。４年生になると「苦手さと

は」について、きらりの教員が理解啓発授業を行う

ことによって、指導への理解を進めています。保護

者に向けては学校のホームページで学年だよりの中

に「きらりだより」を掲載していますのでご覧くだ

さい。三小には「さくらルーム（学習支援教室）」

もあり、学習に苦手さを感じるお子さんが保護者の

承諾を得て週１時間指導を受けています。このほか

特別支援教育について理解していただくために学校

だより９月号にも記事を載せています。 

三小の特別支援教育についての情報を発信するよ

う努力しておりますが、お子さんの学習や生活のこ

とでお聞きになりたいことがありましたら、担任を

通して、または直接学校までお知らせください。清

瀬第三小学校には特別支援委員会（校内委員会）が

設置されています。構成メンバーは、校長・副校長・

生活指導主任・特別支援コーディネーター・教育相

談担当・きらり担任・そよかぜ担任・さくらルーム

担当者・スクールカウンセラー・その他（その時に

必要な教員）となっています。週に１回、必要に応

じて臨時で委員会を開いています。委員会では、主

に発達障害傾向の児童の行動観察や教室内における

特別支援を要する児童のための支援方法の検討、学

級支援が必要になった際の対応の検討、特別支援教

室きらりやさくらルーム（学習支援教室）の入室退

室児童の検討、不登校傾向のある児童への対応等を

行います。生活指導部会及びカウンセラー・各学年

担任からの報告で支援を要する児童の支援実態を把

握し、支援の手立てについて意見を収集し、支援や

指導の具体的な方策を話し合っています。 

特別支援教育については校内の教員だけでなく市

の指導主事、教育相談、都立特別支援学校の巡回相

談、巡回心理士、とことこ（発達支援・交流センタ

ー）等、様々な方の力を借りて行っています。 

１０月は運動会があります。そよかぜ学級の児童

も交流学習で通常学級の児童と一緒に練習に参加し

ています。共に活動する中でお互いを尊重し合う大

切さを学んでほしいと思います。ぜひ、運動会にも

ご来校いただき児童に向けて励 

ましと声援をよろしくお願いい 

たします。 

 

清瀬市立清瀬第三小学校 

学校便り  １０月号 
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清瀬特別支援学校からいただいた「はる

かのひまわり」の種をまき９月に花が咲

きました。 

 

保護者宛第 107 号 家庭数配布 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の運動会は、低学年・中学年・高学年に分かれて表現運動、団体競技に取り組みます。

また、低学年は５０ｍ走、中学年は８０ｍ走、高学年は全員リレーにも取り組みます。限られた

時間の中、精一杯練習をしているところです。当日の真剣な姿から、当日までの練習の様子も思

い浮かべ、温かい励ましの拍手、声援をどうぞよろしくお願いします。 

今年度も以下の点（「創立６０周年記念運動会のご案内」の一部）について保護者の皆様のご協

力をいただきながらの実施となります。どうぞよろしくお願いします。詳しくは、９月２１日に

児童数で各ご家庭に配布しております「創立６０周年記念運動会のご案内」をご確認ください。 

①各家庭の人数制限はありません。（立ち入り禁止エリアを除いてどこからでも見られます。） 

②演技をする学年の保護者が、優先的に見られる優先ゾーンを設けます。（優先ゾーンは、演技

ごとに入れ替えになります。） 

③保護者の方の入退場は、西門に統一させていただきます。 

④今年度は、本部、放送席後方に「おもいやり席」を設けます。 

⑤自転車でのご来場は原則禁止とさせていただきます。「未就学のお子さんがいる」等の理由で

長い距離の歩行が難しく自転車でなければ来校が難しい方は事前に学校に申し出てくださ

い。（学校から駐輪証を発行します。） 

※「おもいやり席」の利用、自転車でのご来校については、事前申請式です。１０月６日（金）

までに、学校まで理由・使用される方・必要な数をお申し出ください。 

運動会について 

 

 ９月２２日(木)に芸術鑑賞教室を行いました。今年度は、劇団ミュージカルプラザさんが来て

くださり、マリンバを始めとした音楽の鑑賞をしました。 

 第一部は１・２・３年生・そよかぜ学級、第二部は４・５・６年生の二部公演で行いました。

児童も演奏の一部にリズム手拍子で参加しました。手拍子をしているとき、演奏を聞いていると

き、自然と笑顔になっていたり、「となりのトトロ」メドレーでは歌い出して合唱になる場面もあ

ったりと、子供たちが音楽を楽しんでいる様子が伝わってきました。鑑賞した子供たちは、「おも

ちゃを楽器にして驚いた。」、「みんなで演奏をして楽しかった。」、「マレットをあんなに速く動か

せるなんてすごい。」と感じることが様々だったようです。劇団ミュージカルプラザの皆さん、あ

りがとうございました。 

 

 

芸術鑑賞教室について 

 



 

 

９月１３日（水）に２回目のふれあい集会が行われました。どの班も１年生から６年生までが楽

しめるように工夫を凝らした遊びを実施していました。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月２３日（土）に、天候不良の中でしたが、PTAの皆様と地

域の皆様、校庭利用団体様に校庭や中庭の草取りをしていただ

きました。本当にありがとうございました。終了後には、かき

氷のプレゼントもあり、嬉しいひと時となりました！ 

ふれあい集会 

 

校内研究について 

草取り ありがとうございました 

今年度の校内研究の研究主題は、 

「数と計算における基礎学力の育成 

～個別最適な学習を通して、知識・技能を身に付ける～」です。 

 三小の児童は、与えられた課題に対しては前向きに取り組もうとする反面、基礎学力、

基礎計算力が定着しておらず、学習の積み重ねができていない実態があります。そのこと

を踏まえて、今年度から算数科を通して、数と計算領域の知識技能を高める取り組みをし

ています。各学年において朝学習や、授業の始めの時間に、既習の計算問題に取り組む姿

が見られます。また、個別に応じた問題や、タブレットのコンテンツを使って個別課題に

応じた問題に取り組んだりしています。継続は力なりという言葉通り、学期に 1 回診断し

ている東京ベーシック・ドリル問題では 1 学期当初に比べて成果が上がりました。ご家庭

でもお子さんのつまずきに対応してくださっていることと存じます。引き続き、三小の児

童全員の基礎計算力が上がるよう、指導していきたいと思っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月の行事予定 

 

 

10月の生活目標は「落ち着いて生活をしよう」です。10月 14日の運動会に向けて練習が始ま

っています。時間割が変わったり、練習場所が変わったりと、いつもと違うことも出てきます。

また、練習にもだんだんと熱が入ってきて、子供たちも落ち着かない様子が見られることもあり

ます。話をよく聞いて、落ち着いて行動し、学習に取り組めるように指導していきます。運動会

の練習が続くと、子供たちもだんだんと疲れてきます。ご家庭でも、体調管理に気を付けながら、

お子さんの様子にいつもと違う様子や小さな変化がないか、見守りをお願いします。 

１０月の生活指導 

日 曜 学校行事 市行事・PTA他 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 日

2 月 全校朝会 5 5 5 6 6 6

3 火 安全指導 5 5 6 6 6 6

4 水 音楽朝会 5 5 5 5 5 5

5 木 本の時間 学校徴収金（給食費、教材費）引き落とし日 5 5 6 6 6 6

6 金 算PU　運動会学年集合写真撮影（1～5年） 4 4 5 5 5 5

7 土

8 日

9 月 スポーツの日

10 火 運動会全体練習① 5 5 6 6 6 6

11 水 運動会全体練習② 5 5 5 5 5 5

12 木 5 5 6 6 6 6

13 金 運動会予行　午前授業（1～4年）運動会前日準備（5・6年：５限） 4 4 4 4 5 5

14 土 運動会 4 4 4 4 4 4

15 日

16 月 運動会振替休日

17 火 きらり個人面談始（～11/6） 5 5 6 6 6 6

18 水
避難所運営協議会・円卓会議

学校運営連絡協議会
5 5 5 5 5 5

19 木 清瀬教育の日（午前公開）水道キャラバン（４年）引き渡し訓練（5ｈ） 5 5 5 5 5 5

20 金 清瀬教育の日（午前公開）ブックトーク（２年）認知症サポーター養成講座（４年）　クラブ⑦ 5 5 5 6 6 6

21 土 清瀬教育の日（午前公開）　道徳授業地区公開講座 ビブリオフォーラム 4 4 4 4 4 4

22 日

23 月 清瀬教育の日振替休日

24 火 読書旬間始 5 5 6 6 6 6

25 水 午前授業 4 4 4 4 4 4

26 木 本の時間　　ふれあい給食 5 5 6 6 6 6

27 金 算PU 4 4 5 5 5 5

28 土

29 日

30 月 全校朝会　　学校支援本部おはなし会（中休み） 5 5 6 6 6 6

31 火 社会科見学（４年） 5 5 6 6 6 6

生活目標　　落ち着いて生活をしよう 時数

相

談

週

間


